三豊市集落支援員募集要項

三豊市では、人口減少や高齢化の進行に伴い、地域活動の担い手不足や集落機能の低下が課題となっています。こうした状況を踏まえ、地域の維持・活性化を図るため、市民と行政の橋渡し役となり地域課題の把握や地域のあり方に関する話し合いの開催、実際に活動を行っている団体の支援を行う人材として三豊市集落支援員を募集します。


1．募集人員
　14名（高瀬、山本、三野、豊中、詫間、仁尾、財田の各地区2名を配置）

2．活動地域
　各地区全域

3．活動内容
（1）地域を巡回、点検し、状況把握及び課題分析を行うこと
（2）地域の課題解決に向けた具体的方策の検討及び実施を図ること
（3）地域課題の解決及び活性化に関する取組の企画及び支援を行うこと
（4）自治会連合会等地域団体の活動を支援すること
（5）前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること

4．求める人物像
　　（1）地域住民と協力し、地域活動に取り組む意欲のある方
　　（2）地域づくりへの関心が高く、自ら企画立案・実践できる主体性のある方
　　（3）地域住民や行政との調整・協力を円滑に進められる方

5．任用条件
　（1）任用形態：三豊市のフルタイム会計年度任用職員として採用します
　　　　　　　　　※1ヵ月間良好な成績で勤務した場合に本採用となります。
（2）基本賃金：月額195,800円
※経験年数により異なります。また、1年毎の昇給があります。
　（3）各種手当：通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当等
　（4）福利厚生：健康保険、厚生年金、雇用保険、労働者災害補償保険に加入
　　　　　　　　　（香川県市町村共済組合に加入する場合あり）
[bookmark: _GoBack]（5）勤務場所：三豊市役所各庁舎内
（6）任用期間：令和8年4月1日～翌年3月31日まで
※4月1日以降に任用された場合は任用日から翌年3月31日まで
（7）勤務時間：週5日8時30分～17時15分（1週間の勤務時間は38時間45分）
（うち、休憩1時間で、原則12時00分～13時00分）

6．応募条件 
応募する人は、次の条件を全て満たさなければなりません。
（1）令和8年4月1日現在で満18歳以上の方
（2）普通自動車運転免許取得後1年を経過し、日常的な運転に支障がない方
（3）心身ともに健康で、主体的に地域協力活動に取り組む意思がある方
（4）パソコンの一般的な操作ができ、インターネット、SNS等の活用ができる方
　　（5）地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方

7．応募手続
(1)申込期間
　令和8年1月9日(金)から1月23日(金)
(2)提出書類
・会計年度任用職員登録申請書
(3)提出方法
　郵送または持参により提出してください。

8．選考
（1）第一次選考
書類選考のうえ、結果を応募者全員に書面にて通知します。
（2）第二次選考（最終選考）
一次選考合格者について面接を行います。詳細は一次選考結果を通知する際にお知らせします。なお、交通費及び宿泊費は個人負担となります。

9．その他
　　この公募は、令和8年度の関連予算の成立を前提としています。
　　予算が成立しなかった場合、任用は行いません。

10．問い合わせ・書類提出先
三豊市政策部地域戦略課
〒767-8585　香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
TEL 0875-73-3011 FAX 0875-73-3022 
E-mail：chiiki@city.mitoyo.lg.jp
